
Ｒ５ 北部中学校の決まり 

 
①服装の規定 

 制 服 校内服（男女共通） 

４月～５月 
標準型学生服 
冬用セーラー服 

ジャージ 
半袖体操服 
ハーフパンツ 

６月～９月 
白ワイシャツ 
標準ズボン 
夏用セーラー服 

半袖体操服 
ハーフパンツ 

１０月～３月 
標準型学生服 
冬用セーラー服 

ジャージ 
半袖体操服 
ハーフパンツ 

 
②名札について 

   ・ジャージ、半袖体操服とも、購入時に名前を付ける。 
  ③靴・カバン 
   ・靴は、真っ白い紐靴で、クッション性のある運動に適するもの。また、ハイカット

の靴やスニーカー（素材が皮革やエナメルなどで、底が平らで堅いもの）は禁止と
し、靴紐は白とする。 

   ・北部中指定のメインバッグを両肩で背負う。メインバックには、キーホルダー類を
つけない。肩紐を必要以上に長くして、反射材が後ろにいかないようにする。必要
に応じて補助バックを使用しても良いが、地味なものとする。 

  ④服装、持ち物のけじめ 
・登校時は制服とする。 
・靴下は真っ白とする。儀式的行事（入学式、卒業式、始業式、終業式、立志式等）、
朝礼の際には、くるぶしソックスを認めない。 

・上靴のかかとを踏んだり、シャツを出したり、腰パンをしたりしない。また、制服
のボタンを外したり、袖口ホックを外したりしない。ジャージや体操服の下に、ハ
イネックのシャツ、派手なトレーナー（大きなロゴやイラストが入ったもの）など
を着ない。 

・学校生活に必要のないものは持ってこない。また、不必要なお金は持ってこない。
集金時は、朝必ず提出する。 

・頭髪は「中学生らしい髪型」とし、該当の学年主任、学年生活担当及び生徒指導主
事が判断をする。 

   中学生らしいとは…高校受検、職場体験などの公の場に出て恥ずかしくない。学習
の妨げにならない。 
整髪料等を使用しない。髪の色を染めるなどの加工をしない。えり足だけ長い、
左右を大きく非対称にして全体のバランスを崩さない。 等 

・髪の毛が肩にかかる場合にはゴムで縛る。髪を縛るゴムの色は、黒、紺、濃茶等、
地味なものとする。 

・夏場はネッククーラーを使用してよい。 
・手袋、マフラー（ネックウォーマーも可）は校舎内では使用しない。柄があったり
派手だったりするトレーナーは着用しない。 ※防寒着は、教室での脱着を可とす
る。 

・カイロ…机上に出さず、目立たないように使用する。また、使用後のゴミは自分で
持ち帰る。 

・制汗剤、日焼け止めは、原則として無臭のものとする。人前で使用しない。 
 
  ※決まりについては、校則検討委員会にて、生徒の意見を吸い上げるなどして、見直

しを図っていく。 


